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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 ■地域の人口構造 

  日出町は、昭和３９年に大分地区新産業都市開発地域の指定を受け、また、昭和

５９年には県北国東地域テクノポリスの地域指定を受けるなど、高度技術産業の集

積が進んできた。この間、住宅団地の造成、下水道の整備、日出土地区画整理事業

の推進など住環境の整備にも努めてきた。また、ＪＲ日豊本線の複線化、大分自動

車道、東九州自動車道、大分空港道路、日出バイパスなど交通網の整備も進み、大

分県内での交通の要衝となっていった。このため、町外からの人口流入により昭和

４０年代以降順調に増加を続けてきた。 

  しかし、現在では若干の減少に転じており、令和２年国勢調査における本町の人

口は２７，７２３人と前回から３３５人減少、０～４歳人口は４４人減少、１４歳

未満の人口は１３０人減少といった状況で、少子化による人口減少を表す結果とな

っている。また、高齢化率は、平成１７年国勢調査時が２２.３％だったものの、平

成２２年２４.７％、平成２７年２８.７％、令和２年では３０，９％と年々高齢化

が進んでおり、全国的な少子高齢化社会の進展と同様の状況となっている。 

 ■産業構造及び中小企業者の実態等 

  令和２年国勢調査における産業別就業人口の構成は、第１次産業６．７％、第２

次産業３３．９％、第３次産業５９.１％となっている。平成２２年の調査では、そ

れぞれ７.９％、２３.８％、６７．４％だったことから、第１次産業と第３次産業

は減少、第２次産業は増加という状況になっている。 

  中小企業が大部分を占める町内企業は、昨今の厳しい経済情勢の中での企業存

続・発展のため、地域資源を活用した新製品開発、経営・技術革新や販路開拓、雇

用の維持・確保などに意欲的に取り組んでいる。このため、これらの取り組みへの

積極的な支援と併せて、企業誘致の推進やベンチャー企業の育成により、町内のも

のづくり産業の重層化を図ることが求められている。 

（２）目標 

  中小企業者が先端設備を導入するなど投資を促進することで、町内企業の成長だ

けでなく地域の発展もめざす。このため、先端設備等導入計画の認定件数について

は、１年で５件を目標とし、２年間の計画期間中においては１０件をめざすものと

する。 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画の認定事業者においては、老朽化が進む設備を生産性の高い

設備へと一新させることから、労働生産性（中小企業等の経営強化に関する基本方

針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 



２ 先端設備等の種類 

 中小企業者においては、それぞれの多様な取り組みにより企業の発展に努めてい

る状況であり、本町としても積極的な支援を行う必要があると考えている。とりわ

け、中小企業者が所有している機械設備等については、老朽化が進んでいる状況で

あり、生産性向上をめざすうえでのハードルとなっている。 

  このような状況に鑑み、各種産業における多様な設備投資を支援する必要がある

と考えられることから、本計画において対象とする先端設備等の種類は、中小企業

等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  本町では、中小企業の事業所が町内の様々な箇所に点在していることから、本計

画における対象地域は日出町内全域とする。 

（２）対象業種・事業 

本町には、多様な業種の中小企業者が存在していることから、本計画においては、

中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する中小企業者の全業種を対象とする。

また、労働生産性が年率３％以上向上すると見込まれる事業全てを対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  導入促進基本計画の期間は２年間（令和５年６月２１日～令和７年６月２０日） 

とする。 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

  先端設備等の導入の促進に際しては、以下の点に配慮する。 

① 人員削減を目的とした取り組みについては、先端設備等導入計画の認定対象

としない等、雇用の安定に配慮する。 

② 公序良俗に反する取り組みについては、先端設備等導入計画の認定対象とし

ない等、健全な地域社会の発展がなされるよう配慮する。 

③ 町税を滞納している事業者については、先端設備等導入計画の認定対象とし

ない等、納税の公平性に配慮する。 

 


